
（別添参考） 
 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和２年３月５日保医発 0305 第１号）の一部改正について 
 

（傍線の部分は改正部分） 
 

改  正  後 
 

改  正  前 
 
別添１ 
医科診療報酬点数表に関する事項 
第１章 （略） 
第２章 特掲診療料 
 第１部、第２部（略） 

 第３部 検査 

  第１節 検体検査料 

   第１款 検体検査実施料 

    Ｄ０００～Ｄ００４ （略） 

Ｄ００４－２ 悪性腫瘍組織検査 

（１）～（３） （略） 

（４） 「１」の「ロ」処理が複雑なものとは、次に掲げる遺

伝子検査のことをいい、使用目的又は効果として、医薬

品の適応を判定するための補助等に用いるものとして薬

事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品又は医療機

器を用いて、次世代シーケンシング等により行う場合に

算定できる。 

なお、その他の方法により悪性黒色腫におけるＢＲＡ

Ｆ遺伝子検査を行う場合は、令和４年３月 31 日までの

間に限り、「１」の「イ」の「⑵」その他のものを算定

できるものとする。 

 
別添１ 
医科診療報酬点数表に関する事項 
第１章 （略） 
第２章 特掲診療料 
 第１部、第２部 （略） 

 第３部 検査 

  第１節 検体検査料 

   第１款 検体検査実施料 

    Ｄ０００～Ｄ００４ （略） 

Ｄ００４－２ 悪性腫瘍組織検査 

（１）～（３） （略） 

（４） 「１」の「ロ」処理が複雑なものとは、次に掲げる遺

伝子検査のことをいい、使用目的又は効果として、医薬

品の適応を判定するための補助等に用いるものとして薬

事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品又は医療機

器を用いて、次世代シーケンシング等により行う場合に

算定できる。 

なお、その他の方法により悪性黒色腫におけるＢＲＡ

Ｆ遺伝子検査を行う場合は、令和４年３月 31 日までの

間に限り、「１」の「イ」の「⑵」その他のものを算定

できるものとする。 



       ア、イ （略） 

       ウ 固形癌におけるＮＴＲＫ融合遺伝子検査、腫瘍遺伝

子変異量検査 

       エ （略） 

    （５）～（26） （略） 

    Ｄ００５～Ｄ０２５ （略） 

   第２款 （略） 

  第３節・第４節 （略） 

 第４部～第 13 部 （略） 
第３章 （略） 
 
別添２ （略） 

       ア、イ （略） 

       ウ 固形癌におけるＮＴＲＫ融合遺伝子検査 

 

       エ （略） 

    （５）～（26） （略） 

    Ｄ００５～Ｄ０２５ （略） 

   第２款 （略） 

  第３節・第４節 （略） 

 第４部～第 13 部 （略） 
第３章 （略） 
 
別添２ （略） 

 


